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○委員長（池口修次君） 財政及び金融等に関する調査を議題とし、財政政策等の基本施

策に関する件及び金融行政に関する件について質疑を行います。 

 質疑のある方は順次御発言願います。 

 

○峰崎直樹君 おはようございます。民主党・新緑風会の峰崎でございますが、ちょっと

風邪を引いておりますので時々お聞き苦しいことがあろうかと思いますが、お許しいただ

きたいと思います。 

 今日は、与謝野大臣あるいは谷垣大臣に、所信に対する質疑ということでございますの

で全般的に質疑をしたいわけでありますが、前回金融担当大臣に、ベルシステム 24 の買収

問題、これ調べてみますと相当規模の大きいＭアンドＡなんですね。たしか二千四百億を

超すということで、これだけのＭアンドＡが行われていながら、しかも、前回私お話しし

ましたように、資料がありますので一枚目見ていただいたら分かるんですが、この日興コ

ーディアル証券によるそのベル 24 を買収したときの仕組み、スキームは、これは正にライ

ブドアとほとんど変わらない。あるいは、前回私の表現によりますと、ライブドア以上に

問題があるんではないかということを指摘をさしていただきました。 

 そこにもう一回念のために、二月の三日の質問でございましたから一か月以上たっても

うお忘れになったかと思いますので、そのスキームをそこに書いておりますけれども、ラ

イブドアの場合は例の投資事業組合で組織がありますが、日興コーディアルの場合には株

式会社という形態でＳＰＣをつくって、そしてベル 24 を一〇〇％、これを非上場の会社に

してしまったというやつですね。出資形態は、日興の場合は単独出資、ライブドアの場合

は少なくとも組合でございますので複数出資と。持ち株割合は一〇〇％と、ライブドアの

場合は恐らく九九％以下であろうと。資金依存度は一〇〇％と重度依存と。意思決定は、

日興コーディアルであり、ファンド運営者ということで、こういう仕組みを考えたわけで

あります。 

 次の資料その他に各種新聞が書いておりますけれども、次の三枚目のところが一番理解

をしていくためには分かりやすいわけでありますが、「日興グループが連結外し」と書いて

ありますが、一〇〇％出資の日興プリンシパル・インベストメンツという会社を使って、

また一〇〇％のＳＰＣをつくって、それでベルシステム 24 という上場企業である、一部上

場企業のかなり優良な会社をわざわざ非上場にしてしまっていると。これを全部連結外し

をして、そしてその利益だけはこの本体に付けていると、こういう仕組みでございます。

これはどう見ても問題じゃないですかと。今はやりのそういう投資事業組合その他を使っ

た利益隠し、粉飾決算、こういうふうに該当するのではないですかということを前回私は

質問をさしていただきました。かなり時間が少ないんで口早にお話をしてしまいましたけ

れども、その際、お答えとして大臣の方から、その点について法令にどのように抵触する



か調査をしてみたいと、こうおっしゃっておりました。 

 どのような調査をし、そしてどのような結論が出られたのか、まずお答えいただきたい

と思います。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 個別の問題のことでございますので行政当局としてはコメン

トをいたしますことは、当該企業あるいは監査法人等の関係者の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあること等から差し控えさしていただきたいと思います。

前回の私の答弁も、このような観点を踏まえまして、会社の名誉にかかわる問題でもある

ことから、相手方の名誉を不当に傷付けないような方法で勉強してみたいとの趣旨を申し

上げたものでございます。 

 あくまで一般論として申し上げれば、会社が他の会社等の意思決定機関を支配している

と認められる場合、当該他の会社は連結されることとされており、当該会社等を連結対象

とするか否かについてはその具体的な事態に即しつつ判断されることになるわけでござい

ます。 

 また、金融庁としては、提出された財務諸表に法令に照らし仮に問題があるとすれば、

法令に基づき厳正に対処していくことになります。 

 

○峰崎直樹君 何だかトーンが随分下がっちゃったなという感じがするんですよね。前回

お話を聞いたときには、これはやっぱりよく調べて、調査して報告しますよということで

私どもは受け取ったわけでありまして、約一か月以上の期間においてどのような調査され

たのかなと思ったら、いや、もう個別の企業にわたることは一般論でしか答えられません

と、こういう話になってくると、一体これは何かがこの間あったのかなというふうに思わ

ざるを得ないわけであります。 

 これは私、まあ私たちも例の偽メール事件があって、事実データとかそういうことにつ

いては、できる限りこれはもうデータは公表されているものを使って私たちは質問をさし

ていただいてるんですね。ですから、これがその事実に反するんなら指摘は間違えていま

すよということなんですけれども、今私がお話をした限りにおいても、こういう投資スキ

ームだと今おっしゃいましたですよね、実質支配基準ということで、支配をしているとこ

ろは連結に入れなければいけないと。それに様々な例外規定があることも私よく知ってい

ますけれども、その例外規定にも全部これ当てはまらないというふうに私は思うんですよ。 

 その意味で、今おっしゃられた点で、じゃ、個々の問題について具体的に一つ一つ指摘

していきますので、それについては本当にどうであったのか、その金融庁の見解をじゃお

聞きしたいというふうに思います。 

 それでは、日本の会計基準というのがございます。会計基準がありますね。この会計基

準の中で、連結の範囲、今私も申し上げましたけれども、これ連結財務諸表原則、第三、

一般基準のうち連結の範囲、第二項というのがございますけれども、その中でこういうふ



うに書かれていますね。支配をしているか支配をしていないかということについては、他

の会社の意思決定機関を支配していることをいい、次の場合には、当該意思決定機関を支

配していないことが明らかに示されない限り、当該他の会社は子会社に該当するものとす

ると。一番目、議決権五〇％超、いわゆる持ち株基準の所有の会社、それから議決権四〇％

から五〇％以下、かつその他支配事実のある会社、これに該当する、当然のことですね、

一〇〇％ですから。 

 ということは、まずその原則からすると、この日興コーディアルがそのＳＰＣを使って

ベル 24 をいわゆる傘下に収めた。そうすると、これは実質支配しているがゆえに、連結し

てこれはいわゆる会計表示をしなきゃいけない、会計を示さなければいけない、その条件

に当たると理解して間違いありませんね。 

 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 株を保有する場合、投資を目的にした保有と、それから支配

を目的とする株の所有と二通りあると私ども考えておりますが、例えば、公認会計士協会

の平成十四年四月十六日、連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関す

る監査上の取扱いというのを読んでみますと、財務諸表提出会社であるベンチャーキャピ

タルが営業取引としての投資育成目的で他の会社の株式を所有している場合には、支配し

ていることに該当する要件を満たすこともあるが、その場合であっても、当該株式所有そ

のものが営業の目的を達成するためであり、傘下に入れる目的で行われていないことが明

らかにされたときには子会社に該当しないものとして取り扱うことができると、こういう

規則もあるというのはもう先生当然御存じのことだと思います。 

 

○峰崎直樹君 そうなんですよ。それは日興側がそれを根拠にして実は私たちのやってい

ることは正当だという。それをそのまま今大臣もおっしゃたんですよ。じゃ、それ一つ一

つじゃあ言っていきましょうね。 

 そこで、今のその監査委員会報告第六十号の２―三―（六）―⑥という、私もよく分か

らぬです、これ会計の専門家だったら分かるんでしょうけれども。で、一つはベンチャー

キャピタルだというんですよ。これベンチャーキャピタルですか。ベンチャーキャピタル

というのは未公開会社に対し投資をして、それをＩＰＯ、すなわち公開をさせる、そのこ

とでキャピタルゲインを得るというものがベンチャーキャピタルなんでしょう。今度のや

つは何がこれベンチャーキャピタルなんですか。ちょっとそれ証明してください。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 繰り返しになりまして大変恐縮なんでございますが、個別の

問題でございますのでコメントは差し控えさせていただきたいわけでございますが、一般

論として申し上げれば、日本公認会計士協会の実務指針において、先ほど申し上げました

ようにベンチャーキャピタルが投資育成目的で他の会社の株式を所有している場合には、



傘下に入れる目的で行われていないことが明らかにされたときには子会社に該当しないも

のとして取り扱うことができると、こう記されております。これはもう先ほど申し上げた

とおりですが、ベンチャーキャピタルの投資先について連結対象とするか否かについては、

個々の具体的な実態に即しつつ判断されることになります。 

 この実務指針に基づいて、日興コーディアルグループはベルシステム 24 とＮＰＩＨを連

結対象としていないとの報道があることは承知しておりますけれども、個別問題について

コメントすることは、当該企業等の関係者の権利、競争上の地位その他の正当な利益を害

するおそれがあること等から差し控えさせていただきたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、金融庁としては、提出された財務諸表に法令に照らして仮に

問題があるとすれば、法令に基づき厳正に対処をしてまいります。 

 

○峰崎直樹君 一か月半前に私は同じようなことを質問して、法令上問題ないんですかと

いうことを言ったんです。調査をしてみて、今一つ一つ言って、今これベンチャーキャピ

タルかどうかと聞いてもそれに答えられないですよ。いや個別の問題だと。ベンチャーキ

ャピタルであればということの前提条件が付いて、更にいろいろ、このいわゆる監査委員

会報告第六十号にはいろいろな条件付いています。それに照らし合わせてみて、これは問

題じゃないですかということを言ったのに、いや一般論として、いや個別企業の利益でと

いうことでおっしゃっているけれども、私が何度も言っているように、これはライブドア

と同じ、あるいはライブドアと同じようなスキームを使って、しかも二千四百億を超すよ

うな、最近におけるＭアンドＡ案件では物すごい大きい規模のやつなんですよ。 

 そうすると、この問題は市場の皆さん方も皆関心を持っていますよ、それはもちろん。

で、金融庁がどういう判断を下すかというのを今日恐らくみんな関心を持って見ていると

思うんですよ。それでずっとこの今のやり取りをしていると、個別の案件にわたって、一

般論と、これ全部返っていったら、何のこれ議論しているのかということになっちゃうん

ですよ。 

 私、今おっしゃっていることについて一つ一つ反論することできるんでそのままやって

もいいんですけども、時間の無駄になってしまうような気がしてならないんですけども、

これ本当に私、今のような対応で、また今おっしゃったんですよね、最後。また、もう更

に調査をしますというふうにおっしゃいましたね。いつまでに、じゃ調査結果を明らかに

するんですか。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 当然のこととして、そういうことが報道され、また国会でも

御指摘を受けたわけでございますから、それらは金融庁に重大な注意の喚起を促している

わけでございますから、個別の問題、これをこういう調べをしています、こういう調査を

していますということを具体的には申し上げられませんけれども、報道あるいは国会での

質疑を通じて、金融庁は十分こういう問題に対する注意は喚起されたと思っておりますし、



また法令に照らして調査すべきことはきちんと調査しているということは、是非そうお考

えいただきたいと思っております。 

 

○峰崎直樹君 調査をした結果、これは法律違反犯していないと、こういう判断なんです

か。それとも、いや、まだ引き続き継続して調査をしている最中だと、どっちなんですか。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 何も申し上げられないということは、結果が出てないという

ことであるというふうに推定していただいて結構でございます。 

 

○峰崎直樹君 どうもそのはっきりしないんですよね。 

 もう一つ、これ証券取引等監視委員会というのがございますから、それに関連して、こ

れインサイダー取引のこのプロセスの中で疑惑も出てきているように思えてならないんで

すが、そういうことを証券等監視取引委員会の側から随分一生懸命調査されているんでし

ょう。ですから、そういうことのあれはございませんか。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） これもまた一般論として申し上げるわけでございますけれど

も、証券取引等監視委員会においては、インサイダー取引等の法令違反に該当する事実が

あると疑われる場合には、必要に応じて調査を行い、その結果悪質な法令違反行為が認め

られるケースでは、当然のこととして厳正に対処してまいりましたし、これからも対処し

てまいります。 

 

○峰崎直樹君 この資料に付けていますから、その資料に基づいてちょっとお話を、これ

具体的な事実を申し上げますので、是非これはそのインサイダー取引に該当するかどうか

ということについて調査をしてもらいたい。 

 それは、十月二十七日に、もちろんこれ二〇〇四年の十月二十七日ですけれども、ベル

24 の株のＴＯＢを発表しているわけです、ＴＯＢをね。ベル 24 を全部ＴＯＢを吹っ掛け

たわけですから。その直前に、平成十六年九月から十月にかけて役員などに対するストッ

クオプションが行使されて、八万三千株が新株が発行されているんです。行使直前の八月

三十一日の取締役会で、会社の取締役等に対する六万九千九百五十株のストックオプショ

ンの割当てが払込金額未定のまま急遽決定された。 

 仮に、権利行使価格が一般的な時価の一割引き、こういうふうに通常言われていますが、

一株二万円であったとすると、ＴＯＢの買取り価格は二万八千円でありますから、このベ

ル 24 の役員などはわずか一か月間で五億五千万円の利益を得たことになる。これはもう絵

にかいたようなインサイダー取引、こういうふうに思われませんか。ちょっと私の今の、

事実が間違えてたらあれですけども、どういうふうに思われますですか。 

 



○国務大臣（与謝野馨君） 今、委員が言われたような事実があったかどうかは分かりま

せんけれども、また私からは独立した存在として監視委員会が存在いたしますけれども、

監視委員会は典型的なインサイダー取引というのは決して見逃すような組織ではないとい

うふうに御理解をいただきたいと思っております。 

 

○峰崎直樹君 この後ろに資料四を書いています。それで、要するに事実関係を私申し上

げたんですよ。 

 もう一つ申し上げますよ。九月末にＥＢ債という、これまあＥＢ債って何ですかって聞

かないと分からない、新しい、出てきているんですけれども、このＥＢ債を発行してベル

24 株のＴＯＢの直前にＴＯＢによる株価が上昇することを知りながら身内にオプション

付きの金融商品、これを日興プリンシパル・インベストメンツ・ホールディングスから日

興プリンシパル・インベストメンツに発行して、これでもうけさせたわけです。これもイ

ンサイダー取引じゃないですかと、こういうふうに指摘されているわけです。 

 これ後ろに、全部この資料を後ろに、四ページ目に私の事務所で作った資料四というの

がありますから、これ前回も資料を渡しているんですよ、これ。だから、事実、いや知り

ませんからと言われないで、こういう事実を出して調査をしてもらって、改めてどうだっ

たんですかということで、今のお答え聞いていても、分かりました、我々、証券等監視取

引委員会はそんなものの見逃すような組織じゃありません、本当ですかと言いたくなるん

ですよ。見逃しし続けているんじゃないですかと言いたくなるようなことがですね。 

 そういう、このインサイダー取引というのはなかなか摘発しにくい、私はおとり捜査を

入れないとなかなかできないんじゃないかと思っているぐらいですけれども、そういう典

型的なインサイダー取引というものが行われているということを私今指摘をしました。こ

れはこういう流れからするとインサイダー取引に当たりませんかということを類推してい

るんですが、これは調査をするということも約束してもらえませんか。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 私が監視委員会にこういう捜査をしろ、調査をしろと言うこ

とは、命ずる実は立場にない、監視委員会は極めて独立性の高い組織でございますが、国

会の場でこういうものが取り上げられたということは当然監視委員会の知るところとなる

わけでございますから、それだけ今日の御質問で監視委員会の注意は喚起されたというふ

うに私は考えております。 

 

○峰崎直樹君 どうも金融庁はこの問題に関しては非常にある意味ではこう遠慮している

というか、あるいは何かこうやましいところでもあるんじゃないかというふうに思われる。 

 どだい、僕なんかもこの何年間かの歴史ちょっと振り返ってみても、その日興に今監査

をやった監査法人は、御存じのように中央青山ですよね。中央青山というのは奥山さんと

いう方が理事長をやっている。この方は竹中大臣の時代に金融庁の中の何かプロジェクト



チームに入っていただいて、でいろいろやられた方ですよ。私も大変努力をされたことは

敬意を表するんですが。 

 どうもこの中央青山が、カネボウであれ足銀であれ、いろいろその粉飾決算その他に手

をかされて、今度はこの問題が起きてきていると。そうすると、これはどうも金融庁は中

央青山というところに何か気兼ねをしているか何かこう、何かそういう、何といいましょ

うかね、持っていらっしゃるんじゃないかなというふうに、マーケットなんかでもそうい

う見方をする人たちが増えてきているんですよ。そんなまあ日本というのはなあなあの世

界なのかなということで、こういうところを直していかないと駄目なんだろうと思うんで

すが、そこら辺、大臣、何か御意見ありますですか。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 金融庁は別に中央青山に遠慮をしているということは全くあ

りませんし、我々の役割、あるいは監視委員会の役割は、法令に照らして法令に違反して

いる者に対しては常に厳しい態度で臨んでおります。 

 したがいまして、この件につきまして、金融庁として扱うべきもの、あるいは監視委員

会として扱うべきもの、いずれも、法令に照らして法令に沿っていないという点があれば、

それは当然厳しく対応していく、対処していくというのは当然のことでございまして、そ

こには遠慮とかそういうもの、あるいは政治的配慮とかというものは一切排される世界が

あると思っております。 

 

○峰崎直樹君 大臣は、この間恐らく質問したときも、要するに証券等監視取引委員会の

独立性を強めなきゃいかぬと言ったときに、いやあれは独立していますよと、こうおっし

ゃっていましたね。 

 ところで、ちょっとお聞きするんですが、この証券等監視取引委員会のいわゆる委員と

いうんですか、ＳＥＣ、日本版ＳＥＣというか、その委員の中に、ひょっとするとこれ中

央青山から何かなされている方おられますか。──それじゃ、私がやります。じゃ、私の

方で答えましょう。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 中央青山の御出身者がおられるそうです。 

 

○峰崎直樹君 要するに、証券等監視取引委員会の重要決定事項、まあ委員長はたしか検

事さんだというのを知っていますけど、元検事だと知っていますが、重要な決定をすると

ころの委員に実は公認会計士の中から唯一出ておられるのが中央青山出身の、名前は言え

ません、まあ御本人のためにも名前言わない方がいいでしょう、分かっていますけれども、

就任されているわけです。 

 そうすると、どうもこの間の一連の動きの中で、こんなでたらめないわゆることをやっ

て、でたらめというか、粉飾決算あるいはインサイダー取引かもしれないと私が指摘した



ようなことをやっていながら、どうもきちっとした対応が取れないというのは、そういう

いわゆる証券等監視取引委員会の中にそういう方もおられるということも、どうも私たち

は疑わざるを得ないような気がするんですけれどもね。大臣、どう思われますか。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 監視委員会の委員に選ばれる方は、人格、識見とも高い方に

お願いをしているわけでございまして、そういう出身母体によってそれぞれの方の意思が

曲がるということはないと私は確信をしております。 

 加えまして、ここは三人の合議制でございますから、一人の意思ですべてが決まるとこ

ろでもないと、そのように考えております。 

 

○峰崎直樹君 今、くしくも、三人しかいない、その中の一人が実はこの中央青山から出

ておられるんです。 

 そうすると、これだけ大問題を起こし続けた中央青山ですよ。このベルシステム 24 の問

題で、再びこれライブドアと同じような罪で私は間違いないと思っています、黒だと思っ

ていますけれども、そのことで問題を指摘されたら、これ中央青山に対する処分というの

は相当重いものになるだろうと思いますね。アメリカでもアーサー・アンダーセンという

会計士の会社が事実上なくなりましたよね。だから、それに匹敵するぐらい大きい問題、

私、はらんでいるように思うんですよ。 

 しかし、これぐらいやらないと、もしかすると日本の監査制度、監査というのが、私は、

公認会計士の皆さん、専門家おられるから、そちらの方が質問してもらうのが一番いいと

思っているんですけれども、私はそれぐらいこれ厳しく対応していかないといけないのに、

こういう問題は、やっぱり今大臣がお答えになったことでは国民は納得しないんじゃない

ですか。 

 また教えてほしいんですけれども、引き続き、その証券等監視取引委員会、この本省に

何人そのいわゆる専門の方がいらっしゃるのか、ちょっと数は分かりますか。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 三百名余でございまして、地方の財務局を入れますと五百名

を若干超える数でございます。 

 

○峰崎直樹君 その三百少々の中にこれまた中央青山からも数人と、こう私は聞いている

んですけれども、出向の方がおられるという、こういうふうに聞いているんですけれども、

まあ恐らく出向者というのは多分中央青山以外の監査法人からも出ているのかもしれませ

んが、これは事実でしょうか。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 監査委員会は、およそ各分野の御専門家をお願いして、職員

としてお願いをしております。これは例えば弁護士の方、検事出身の方、税理士の方、ま



たその中には公認会計士の方も当然専門家として監視委員会に来ていただいております。 

 

○峰崎直樹君 出向されている方々は専門的な立場で出されていると思うんですが、しか

し今の一連の流れ見ても、金融庁とこの中央青山との関係含めて、どうもやはり毅然たる

態度を取られていないというのは何かあるんではないかというふうに国民はやっぱり不信

を抱くと思うんですよ。 

 その意味でも、今回の事件というものを私は厳正にこれ調査をして、そして国民の前に

明らかにしてもらいたいと思いますし、もう一度お願いしたいんですけれども、先ほどの

インサイダー取引の問題もそうですし、国会の場に、私の今日、先ほどのお話聞いている

と、ほとんど回答らしい回答が返ってきていません。私、今日百分もらっていますけれど、

もうこれで三十分過ぎて、一般的なお話をする時間がもうあと一時間足らずしかなくなっ

てしまいましたんでね。その意味では是非この問題について、引き続き金融庁としてこの

ベル 24 の問題について、問題があったのかないのか、インサイダー取引というものがあっ

たのかないのか、あったとすればそれは当然犯罪ですから、犯罪としてそれは告発するな

りそういうものがやられるのか、その点、私要望しておきたいと思いますが、大臣、お答

えをお願いしたいと思います。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 法令違反があれば当然のこととして、法令違反の内容を詳し

く調査することは当然でございますし、法令に基づいて処分をするということであれば、

そのことについては行政処分のほかに告発ということもございまして、そういう意味では

金融庁も監視委員会も、関連の法規につきましては、これからも厳正に法令に照らして行

動してまいる決意でございます。 

 

○峰崎直樹君 法令に照らして行動するつもりですじゃなくて、この問題について調査を

いたしますという、そして、その調査結果が出れば当然のことながら白か黒かというのは

出ると思うんですが、これ是非明確にしていただきたいんですけれども、その点について

はいかがですか。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 峰崎委員がこれだけ時間を使われて、国権の最高機関の国会

でこれだけ質問をされたということは、黙っていても証券監視委員会の聞き及ぶところに

なると思います。その点は私から監視委員会に申し上げるわけにはまいりませんけれども、

こういう問題が国会で真剣に取り扱われたということは監視委員会も注意を持って聞いて

いると私は確信をしております。 

 

○峰崎直樹君 是非、この問題については、臭い物はふたをするということではなくて、

是非明確な調査をし方針を出していただきたいということをお願いしておきたいと思いま



す。 

 それでは、財務大臣、あるいは今度は経済財政担当大臣としても、かねてから経済財政

担当大臣をこの委員会に是非来ていただきたいと思ったんですが、金融担当大臣と一緒に

なられたんで大変助かっておりますので、是非お願いしたいと思うんですが。 

 そこで、両大臣にお聞きしたいんですけれども、日本経済が非常に順調に回復をしてい

ると、こういう指摘をされているわけですけれども、私、先日の予算委員会で余り時間が

なかったので、日本経済というのは本当に構造改革がされてきちんと回復されているんだ

ろうかというところに疑問を持っております。 

 私は非常に危機感を持っているのは、国際的な資本の流れというかお金の流れを含めて

見ていると、実はアメリカだけが、まあアメリカという国は基軸通貨国である、まあ準基

軸と言っていいのか、最近はややあれですけれども、要するに、どんどんと消費をして、

そしてもう貯蓄率がマイナスになるぐらいまで消費をして、一方で住宅バブルと言われる

ような状況になっていて、どんどんお金を支出をしているけれども、しかしまたアメリカ

の財務省証券のところに世界各国からお金が集まってくると、こういう構造になっている

わけですね。 

 そして、そのアメリカがそういう消費を拡大し、また一方で中国が、私は、設備投資が

ＧＤＰの中の五〇％近くなるというのは、日本が高度成長の六〇年代あるいは一九五五年

以降の高度成長の中でもＧＤＰ比で五〇％近くまで行ったことはないんじゃないかと思う

んです、三〇％台まで行ったことがあるような気がします。それぐらいその設備投資の過

剰なものが我が日本の経済を引っ張っていっていると。それが実は日本経済の今回、回復

過程のリーダー役になっていたんじゃないのか、そしてそれが日本の設備投資に火が付い

て、ようやくこのところ雇用あるいは内需に火が付き掛かっているのかなと、こういう状

況だと思うんですね。そうすると、この構造というのは、どうも一九八五年のプラザ合意

のときに指摘された、その日本という国のいわゆる輸出主導型の経済といいますか、その

経済構造と余り変わらないままに、徐々に復活遂げているとはいいながら、そういう形に

なってきちゃったのかなというふうに私は思うんですよね。 

 そうすると、アメリカの双子の赤字含めて、そんなにいつまでも長くアメリカの財務省

証券を買い続けてまた赤字出してもそれは、財務省証券を買って、あるいはお金がまたア

メリカに流れてそこでうまく資金循環が進むと、こういう事態というのはいつまで続くか

なと。一つは、オイルの問題ですね、油の値段を始めとする一次産品の値上がりと。そう

すると、そういうものが起きて、アメリカがどうやらその需要を中心にして、内需を中心

にして、個人消費を中心にしながら伸びていった経済が、あっ、これはやっぱり我が国も

設備投資を中心にして投資力を強化をしなきゃいかぬねと、こういうふうに転換をしてく

ると、お隣の中国も、中国のバブルもはじけたとすると、これは日本経済、また輸出から

どんどん低下をして、輸出が下がることに伴って設備投資もダウンをし、国内経済がダウ

ンをするという、そういうプロセスをたどっていくんではないかと。 



 そうすると、やっぱり日本の経済構造というのはきちっと変えてないというものが大き

な要因になってくるんじゃないかと思うんですが、そういう経済のこれからの見通しとい

いますか、現状について、与謝野大臣とそれから谷垣大臣、ともにマクロ経済というか、

経済全体をしっかり見ておられると思いますので、そういう問題はないのかなと、そうい

うリスクというものについて我が国は脆弱な体質を依然として持ち続けているんじゃない

かというふうに思うんですが、どう思われるでしょうか。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 政府は景気は回復しているという経済報告をしておりますが、

その根拠になっておりますのは、やはり個人消費それから設備投資、それから輸出がほぼ

バランスよく日本の経済成長に貢献しているということで、そういう意味では輸出主導、

外需主導のものではない経済であるということが一つの大きな特徴で、内需主導であると

いうことが一つ。それからもう一つは、以前ですと公需というのがございました。これは

公共事業を中心とした政府、地方自治体の財政支出による経済の下支え効果、こういうも

のは全く働いていない経済の回復でございまして、そういう意味では、我々としては、景

気が回復しているという表現を使うに至ったわけでございます。また、設備投資も一時の

過剰は解消されておりまして生産と出荷がほぼ平行線をたどっておりますし、また企業は

需要に応じて設備を増やしていくという、大変堅実な経営をされていると思っております。 

 ただし、今、峰崎委員が言われたような、リスクはどこにあるのかと。私は日本の経済

はそんなのんびりと構えていてずっと安定していくものではないと思っております。一つ

のリスクは、やはり当然のことながら、石油が今六十ドルになっておりますけれども、こ

こから先、石油の値段がどうなっていくのか、これは日本だけではなく世界経済を直撃す

る問題でございます。 

 それからもう一つは、やはり中国とかインドとかというところの経済力も上がってまい

りましたし、技術力も相当なものになってまいりましたので、どの分野で日本の経済が競

争的な優位を保てるかという、どの分野が日本の分野かと、日本が活動できる分野は果た

して残されるのかという、これはかなり中長期的な深刻な問題であると思っております。

したがいまして、国際競争力を維持できるかどうかというのが、実は真に日本の経済の課

題であると思っております。 

 もう一つの要因、例えば中国の経済がどうなるのか、それからアメリカの双子の赤字、

こういうものがどうなるのか、切りなく財政上の赤字、貿易上の赤字を垂れ流して、例え

ばアメリカ経済はやっていけるのか。この問題は実は深刻な問題でございまして、アメリ

カの国内でもいずれは審判の日がやってくるのではないかということをおっしゃる方もお

られます。これは聖書の言葉から取った、ザ・デイ・オブ・レコニングという表現だそう

でございますけれども、お札を刷り続けて使い続けるということがいつまでも続くのかと

いう、これは本質的な問題の一つとして我々は直面しているということは正直に申し上げ

たいと思うわけでございます。 



 

○国務大臣（谷垣禎一君） 私も、今、日本経済の現状については内需、外需等々がバラ

ンスを取れて回復してきているという与謝野大臣の分析に全く同調しております。ですか

ら、これについては繰り返して申し上げることは避けたいと思いますが、今後、日本経済

の問題点というのは、昨日、大塚委員の御議論を伺っておりまして、いわゆる三つの過剰

を克服してくる過程で結局金融政策というものに非常に負担が掛かって、そのことが家計

等々にもしわ寄せが来ているんではないかという御指摘がございましたけれども、私は、

それは巡り巡って結局日本の財政に負担が来ていて、後の世代にツケを先送りする形で今

の経済の体質の改善を図ってきたという面はやっぱり残された問題でございまして、ここ

に取り組むことは必要だと思っております。 

 それから、世界経済を見ますと、峰崎委員がおっしゃいましたアメリカの双子の赤字を

中心として世界の金の流れがアメリカに向かっている。日本もたくさんアメリカの財務省

証券を買っております。こういう世界のインバランスをどう、そこの危険性をどう克服し

解決していくかということは、Ｇ７等々の財務大臣会合では常に中心的なテーマでござい

ます。与謝野大臣のお話のように、アメリカにも最後の審判が来るんじゃないかという議

論があるようでございますけれども、アメリカでも今後五年間で財政赤字を半減させてい

くという取組をしておられまして、私はそのアメリカ政府のお取り組みが順調に進んでい

ただきたいと切に望んでいるわけでございます。 

 これについては、世界の三極のそれぞれの問題点という形でＧ７でも繰り返し指摘をし

ておりまして、アメリカについてはそういう財政のインバランスというものを克服してい

くべきである、双子の赤字というものを乗り越えていくべきであると。それから、ヨーロ

ッパについてはいろいろな構造的な問題が取り上げられ、日本についても構造的な問題と

財政の問題が取り上げられているわけでございまして、そういう問題に対しての目配りが

必要であろうと思っております。 

 それから、今後、世界の経済の流れの中で、今アメリカのインバランスというようなも

のは金の流れでうまく、何というんでしょうか、回転をすることが一応できているわけで

ございますけれども、アメリカも金利が上がっているわけでございますし、ヨーロッパも

そういうことでございます。日本はそういう局面にはまだ来ておりませんけれども、いわ

ゆる量的緩和政策を解消するというところまで参りました。そういたしますと、今後、世

界全体は金利が上がっていくという傾向があるわけでございまして、今まで豊富で安価な

資金が潤沢に発展途上国等にも流れ込んでいたということが世界の経済の順調な発展に物

すごく大きな意味を持っていたと思いますが、金利の上昇局面になりますと、そういう傾

向が大きく変わってくる可能性がございます。今のところは発展途上国はそこのところを

非常によく頑張っておやりになっているというふうに私は見ておりますけれども、引き続

きこの金利の流れが金の流れをどう変えていくかということには十分注意を払っていかな

ければならない局面なのではないかと思っているわけでございます。 



 それからもう一つは、与謝野大臣もおっしゃいましたけれども、原油価格の高騰が日本

にもいろんな影響がございますけれども、エネルギー効率の改善等でその影響は最小限に

抑えることができている国の一つであろうと思っておりますが、発展途上国等々で、この

原油価格の影響により、現在、全体が順調に回っている環境にいかなる問題が及んでいく

かということは、引き続きよく注意をしておかなければならない問題であろうというふう

に思っております。 

 したがいまして、与謝野大臣がおっしゃったのと全く同一の結論でございますが、現在、

日本経済は順調に回復してきておりますけれども、そういう大きな世界の中で日本は決し

て安閑としているわけにはいかないということだろうと思っておりまして、人口が減少し

ていくということと、この大きな世界の競争条件の中で耐えられる日本の体質をつくって

いくということが一番大事なのではないかと。 

 大きな質問でございますので、あらあらまとめましたので、ちょっと欠けている点もた

くさんあろうかと思っておりますが、御容赦を願いたいと思います。 

 

○峰崎直樹君 今、お二人の大臣から見通しを伺っていると、ああ、これは二〇一〇年代

初頭にプライマリーバランスの回復を、まあ二〇一一年なのか一〇年代初頭なのか、これ

正式にもしあれでしたらお答え願いたいと思うんですが。どうも、あの前提条件にはこう

いうリスク要因というのは本当に十分加味されているんだろうか。いや、場合によっては

危機シナリオというか、私は今、谷垣財務大臣がおっしゃられたアメリカがインバランス

を、双子の赤字含めて、もうそれを抜本的に変えなきゃいけないというふうに転換をした

ときに、日本経済にどんな影響を与えるんだろうかと。相当やはり深刻な影響が返ってく

るんじゃないかというふうに思うんですね。 

 だから、そういったことなども含めて見ると、この二〇一〇年代初頭、あるいは二〇一

一年、こういったものについての政府側から出ている議論というのは、非常に何かそこら

辺が、底の浅いと言ったら怒られるんですけれども、そういったことが十分考慮されてい

ない、考慮されないままに出されているんじゃないかなというふうに思えてならないんで

すけれども、その点どのように考えていったらいいのかなと。谷垣大臣。どちらでもいい

です。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 二通りに考えていただければと思っております。日本の経済

を良くしようという成長目標、それに対する官民挙げての努力、こういう日本の経済を活

性化しようという努力の問題と、それからもう一つは、やはり日本の財政を立て直すとい

う問題と多分前提が違うんだろうと思っております。 

 財政を立て直すときには控え目の前提で物事を考えていかなければならないと私は思っ

ておりまして、何かどんどん名目成長率が上がっていって、どんどん税収があって、だか

ら財政再建を考えなくても大丈夫だよというようなことではなくて、控え目な堅実な家計



運営をやるんだということを前提に物事を考えていくと。そういう意味では、今試算を幾

つもしておりますけれども、控え目な前提で、成長率も控え目な前提で、余り突拍子もな

いことを前提に考えないで財政再建を図っていくべきだと思っております。ただ、日本の

経済を大きく飛躍させようという話、これは別の次元での努力だと私は思っております。 

 

○峰崎直樹君 分かりました。また、それ具体的に出されれば、また少し議論をしたいと

思いますが。 

 二〇一〇年代、これは一一年ですか、それとも二〇一〇年代初頭なんですか、どっちな

んですか。いつも思うんですけど、前は二〇一二年とか一三年とかおっしゃっていたんで

すけれども。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 今のプライマリーバランスの赤字を、過去数年間のプライマ

リーバランスの改善度がそのまま将来とも毎年実現していったとしたら、二〇一一年とい

うところにグラフが行くんですけれども、一応計算では二〇一一年で計算していますけれ

ども、ただ、シミュレーションしたからといって実際にそこで到達できるかどうかは今後

の問題だと思っております。 

 

○国務大臣（谷垣禎一君） これは与謝野大臣がお答えになるべきことかもしれませんが、

政府として公にコミットしておりますのは、二〇一〇年代初頭を目標と、プライマリーバ

ランス回復の目標とするということでございまして、今、与謝野大臣のおっしゃった、付

表と言いましたか、あそこでシミュレーションが示されているのは閣議決定というわけで

はございませんで、一応そういういろいろなシミュレーションをした作業結果、思考整理

と、こういうことではないかと思っております。 

 

○峰崎直樹君 そうすると、二〇一〇年代初頭と、分かりました。二〇一〇年代初頭とい

うところまでの間にいわゆる増税、基幹税ですよね、所得税あるいは消費税を始めとする

基幹税での増税策といいますか、それは、あれはたしか考えられていたんでしょうかね。

二〇〇八年とか九年とかという年にやられるという前提だったんでしょうか。ちょっと中

身、私、正確に今持っていないんで。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 税を上げますというところまで話は行っておりません。 

 歳出歳入のギャップはどのぐらいになるかということ、これは今日も夕方諮問会議がご

ざいますけれども、そういう中ではそのプライマリーバランスに対するギャップを、支出、

歳出だけでやったらどういうことが起きるのかと。要するに、全く増収措置をとらないで

現行税制の下で物事を進めていって、それを倹約、歳出カットだけで収めるとしたらどの

分野でどのぐらいのことになるのかと、これがまず多分数字として出てまいります。これ



は谷垣大臣の方でやっていただいている仕事でございます。 

 

○峰崎直樹君 そこで、谷垣大臣、前にたしか二〇〇七年度に消費税の引上げを考えてい

ると、こうおっしゃられて、大変勇気のある発言だなというふうに思ったわけであります。

というのは、二〇〇七年度というのは、ちょうど統一自治体選挙あり、また参議院選挙あ

りで政治的には大変難しい時期に、しかしやらなきゃいけないんだというふうにおっしゃ

られたんですね。今もその考え方は持っておられるんでしょうかね。 

 

○国務大臣（谷垣禎一君） 今、峰崎委員が、いわゆる基礎的財政収支の回復を二〇一〇

年代初頭にするときに基幹税を上げるということが視野に入っているのかどうかというお

尋ねと関係してくることでございますが、私は、当然、財政再建を成し遂げるためには歳

出改革を徹底してやらなきゃいけない、無駄な歳出、それから国家がやらなくてもいいよ

うな歳出項目、こういうものを徹底的に変えていくということは、もう絶対になければな

らないことだと思っているわけであります。 

 しかしながら、これはまだ政府できちっと固めたわけではございませんけれども、財政

を見させて、預からせていただいておりまして、平成十八年度お出ししている予算も公債

依存率は三七・六％でございます。相当いろいろ抑制をしてまいりましても依然としてそ

ういう状況でございます。加えて、今までの長期国債残高、国、地方合わせてＧＤＰの一

五〇％という状況でございます。 

 それで、今後考えておかなければならないことが幾つかございますけれども、そういう

状況の中で、二年前でしたか、年金法案を国会で御議論をいただいて作っていただいたわ

けでありますけれども、あのときもその附則の中に、今後基礎年金を三分の一から二分の

一税を入れていくと、その道筋が書いていただいているわけでございます。平成十九年度

に税の抜本改革を成し遂げて、そして平成二十一年度までに基礎年金を支出していく割合

を高めていくと、こういうことが書いていただいておりまして、それに一体どう対応して

いくかという問題もこれから考えていかなければならないことだろうというふうに思って

おります。 

 それから、加えまして、一生懸命そのプライマリーバランスの回復に努力をするといた

しましても、これだけ国債を発行しているということは、金利の高騰ということについて

極めて弱い体質を持っているということでございまして、それの目配りというのも欠かせ

ないだろうというふうに思っております。そういうことを考えますと、何らかの歳入策、

税ということをお願いせざるを得ない。私は余り時間の余裕がないんだろうというふうに

思っているわけでございます。 

 じゃ、いつかということになりますと、現在、歳入歳出一体改革と、与謝野大臣の下で

議論をさせていただいているわけでございますけれども、余り時間、今年の半ばごろに選

択肢を示して、道筋を、工程表を示していって、それで国民的な議論をしていただいて、



平成十八年度内に結論を得るということになっておりますが、余り時間がないということ

を前提にいたしますと、そこで得られた結論は来年度の予算なり税制にできるだけ反映さ

せていくというのが自然の流れではないかと。私は、まだこれは個人的な意見ではござい

ますけれども、そう考えているわけでございまして、そういう流れが先ほど峰崎委員がお

っしゃいましたような私の表現になっているわけでございます。 

 ただ、スケジュールも大事でございますけれども、この問題を考えますときにスケジュ

ールだけで物事が進むわけではないということは私は百も二百も承知しているつもりでご

ざいます。その前提として、やはり国民が日本の財政の現状を見て、なるほどこうだと思

っていただかなければ進まないわけでございまして、私は、スケジュールも大事だけど、

スケジュールよりもどうやったら国民の皆さんになるほどこうだと分かっていただけるか、

今はそれを一生懸命やるべき時期だと実は思っているわけでございます。 

 

○峰崎直樹君 先ほど本当に勇気ある発言だなと思ったのは、先日、ある経営者といいま

すか経営者の方から、会社は駄目な会社をほうっておくと緩慢に自然死の状態になると。

それをこうＶ字型に回復させていく議論を聞いたことあるんですけども、そのときに、や

っぱり徹底的に危機感というものを共有しなきゃいけないと。 

 恐らく、消費税の引上げとかの問題が起きるときに、国民に理解をとおっしゃいました

けども、私は、小泉改革というのは、この五年間の間に、そういう本当の、国民に、ああ、

これは本当に大変なんだなという危機感を持たせるという点では失敗しているんじゃない

かと思うんですよね。ですから、それが全部財政に、いまだに三七％ですか、国債依存度

が。そういうやはり構造をずうっと、要するに先延ばしなんですよ。私は、そういう意味

で、もちろんこの間、経済状況からしてそうならざるを得なかったという側面なきにしも

あらずなんだけども、やはり財務大臣というのは大変つらい立場だと思うんですけれども、

そういう危機感をやはりきちっと訴えていく、国民には。あの郵政改革における情熱ぐら

いは、やっぱり国民に対する危機感の訴えに費やしてほしかったなというふうに個人的に

は思っているんですけどね。 

 そこで、今、ちょっと余談になりますが、ちょっと離れ、今までの議論に。 

 先ほど、これ以上、要するに歳出カットとかいろいろなことを言う。そうすると、小さ

な政府を目指されているというふうに、まあ私どもは、小泉さんや竹中さんの時代はそう

思っているんです。両大臣がどう思われているかというのは後でお聞きしてみたいという

ふうに思いますが、より小さな政府を目指していいのかということですね。 

 そこで、ちょっとこの表で、この間お聞きしたかった、予算委員会で総理大臣に本当は

お聞きしたかったところなんですけども、何ページでしょうか、資料九という、「対人信頼

感の比較」というのがあるんです。日本、韓国、フィンランドの学生比較調査と。出まし

たですか、グラフが載っているやつです。東京大学の社会情報研究所の橋元良明先生のと

ころの調査によるもので、ちょっと年号が出てませんけど、一番新しい、二〇〇三年ごろ



だったというふうに記憶しておりますけども。 

 それで、一番新しいデータなんですけども、「ほとんどの人は他人を信頼している」、フ

ィンランドという国は──何でフィンランドというのか。これ今、例のダボスの会議のと

ころで、最も世界で競争力のある国だというふうに言われている国ですね、フィンランド、

学びの国とも言われていますが。それでずっと調べてみると、フィンランドは、非常に他

人を信頼していますよというのが、非常にそう思うが一六・八％、ややそう思うを入れる

と何と七割を超えて実はそういう人がいる。ところが日本、韓国もそれよりは低いけども、

日本を見ると、他人を信頼する度合いというのは極めて低いと。余りそう思わない五〇・

一、そう思わない一四・六ですね。 

 「私は人を信頼する方である」、フィンランドは二八・六そう思う、ややそう思うが四六％

で、合わせるとこれまた七〇、四人に三人を超えていると。韓国もそれに次いで人を信頼

する方だと言っているんですけどもね。日本はもう、どうですか、非常に低いですね。余

りそう思わない二七・一、そう思わないが八・〇、合わせると三人に一人以上は人を余り

信頼していない。 

 ここから先、また、「この社会では、気を付けていないと誰かに利用されてしまう」ぞと、

こういうふうに思う人が、フィンランドは、そう思うが三・八、ややそう思うが二一・六

ですか、非常にそれに対する、社会に対する信頼感というのが減っていると。ところが、

日本見てください。韓国もこれ似たり寄ったりのところがあるんですけども、日本は三人

に一人以上は気を付けないとだれかに利用されるぞというふうに思っている。さらに、や

やそう思うを入れると、これまた八割近いんですね。 

 さらに、一番最後の質問で、「ほとんどの人は基本的に善良で親切である」、何か昔は日

本ってそういう国だと思っていたんですけれども、今見ていると、フィンランドは、そう

思う二七・〇、ややそう思う五五・六、八割を超えて、基本的に善良で親切だと。日本は、

七・〇と三〇・八、本当にここまで人の見方というんですか、変わってきているんですよ

ね。 

 私は、別にフィンランドという国がどういう国か分かりませんけども、だんだんこうい

う形で国民の若い人たちの意識そのものも相当変わってきているんではないかなと。その

変わってくるに当たって、国の政治、あるいは国の経済政策なり国の政治の政策の基本方

向というのはかなり影響してきているんではないかというふうに思えてならないんですけ

ども、この点、こういうデータを見られて、両大臣、どう思われますですか。ちょっと感

想をお聞きしてみたいです。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 何かにわかには信じられない低い数字が日本に関して出てお

りまして、むしろ日本人同士は逆の結果が出るんではないかなと思って先生の資料を拝見

していたわけでございますが、やはりこういう国民の雰囲気というものが、まあ実際は経

済にも影響が出てくる可能性もありますし、社会全体の穏和さとかそういうことに関して



も出てくるということで、決してこの数字は好ましい傾向ではないというふうに感じたわ

けでございます。 

 

○国務大臣（谷垣禎一君） 私も与謝野大臣がおっしゃったのと同じような感想で聞かせ

ていただきました。 

 実は、私は財政演説の中で、やや異例かとも思いましたけども、今年の財政演説の中で

は、家族や地域社会や、国と国民のきずなを取り戻さなきゃいけないというようなことを

申し上げたわけでありますが、峰崎委員がお示しになりましたような、私がああいうこと

を言ったのは、こういうことがやっぱり背景にあるんだなと改めて思ったような次第でご

ざいます。 

 ただ、ああいうことを私が申し上げるについてはかなりちゅうちょもございまして、と

いいますのは、私、今財政をやっておりまして、今、日本がやらなきゃならないことは、

日本の内臓脂肪といいますか、余分に付いたぜい肉みたいのを落とす作業はどこかでやら

ないとこの先の日本はないと思っているわけですが、余り早くきずなきずなとか、そうい

うことを言い過ぎますと、何か内臓脂肪を取る努力が、気合が入らなくなっちゃうという

ようなタイミングでもまずいなという気持ちがございまして、今がそのタイミングかどう

かはちょっと、相当悩んだわけでございますけれども、やっぱりこういう数字は私どもよ

く頭に留めながらこれから仕事をしていかなければならないんじゃないかと思っておりま

す。 

 

○峰崎直樹君 そこで、質問にもちょっと加えておいたんですけども、この世の中だんだ

ん、経済の分野やっていますから、競争の問題とか市場ということを大切にするというこ

とは当然のことなんで、しかし、その市場にはルールが必要だと。違反する者はきちっと

した罰則を付ける。昨日も大塚議員が総理に対して厳しく迫ったわけですけども、社会の

風潮がどうも損得基準、損か得か、それが支配をして、だんだんと善悪というものがおか

しくなっちゃっているんではないかという。 

 それは、ライブドアの堀江さんがよくお金で買えないものはないとかという、そういう

発言をされたりして、だんだんこれはおかしいんじゃないかなというふうに思ってきたん

ですけども、そういう意味でその価値基準というものの在り方みたいなものがどうも、小

さな政府にしようというときに、より小さな政府にしていくというときに、民間でできる

ものは民間で、地方でできるものは地方で、まあ民というのが一体それは株式会社なのか、

それとも市民団体なのか、ＮＰＯなのか、そこら辺はいろいろ僕はあると思うんですけど

も、しかしどうもそこの発想のところが、要するに効率性から考えて最もいいものは何な

のかということだけが基準になっていって、人々の間のきずなとか連帯感というのがそが

れてしまってきているんじゃないかということですね。 

 実は、私も何度か質問したことあるんですが、アメリカの政治学者でロバート・パット



ナムという人がいるんですけども、この方がイタリアの南部と北部を調べて、南部よりも

北部が非常に経済も発展しているし、南部はなかなか発展の度合いが低いという。なぜそ

うなっているのかと見たときに、非常に人々の間の連帯感、きずなが非常に希薄な地域と

高い地域というふうに分けて、実に見事にそれを論証しているんですね。 

 僕はフィンランド行ったことはありませんし、北欧三国も十分よく分かっているわけで

はないんですが、どうも政府の規模が大きくなったら経済的な効率が落ちて、そして日本

の社会はお先真っ暗になるぞと、こういう話があるんですけれども、どうも私はそうじゃ

ない解決の道があるんじゃないかなというふうに思えてならないんです。その意味で、よ

り小さな政府に進めていくということについて両大臣はどういうふうにお考えになってお

られるのか、ちょっとお聞きしたいと思うんです。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 小さな政府で、一番小さな政府というのは言わば夜警国家と

いう、国は防衛と警察しかやらないという、これは我々が習った一番小さな政府。一番大

きな政府は揺りかごから墓場までという、生まれたときから亡くなられるまで公が全部サ

ポートしていくと、これが一番大きな政府というふうに我々習ったわけでございますけれ

ども。 

 私は、日本の国というのは、国民負担率から考えますと、小さな政府、大きな政府の中

ぐらいのところに位置しているんだろうと思っております。それは、直接の税、社会保険

料の負担率というのはまだ三〇％台ですけれども、赤字国債を出して社会保障をやってい

るという分はやはり国民負担率に勘定しなきゃいけない部分でございまして、そういう意

味では、全体としては国民負担率、年によって違いますけれども、四五％前後の国になっ

てしまっている。それで、国家公務員の数や何かを各国と比べましても、相当努力を今積

み重ねてきております。自民党の昨年九月のあの選挙の公約はどう書いてあるかといいま

すと、やはり国民負担率、日本の社会としては五〇％が上限ですねということを前提に実

はあらゆる政策が書かれておりまして、私のイメージする政府というのは、国民負担率、

どんなに大きくなっても五〇％が限度だというのを私はイメージをしております。 

 

○国務大臣（谷垣禎一君） 小さな政府とか簡素で効率的な政府とかいろんな表現がござ

いますけれども、私、今、構造改革、まあ構造改革という表現もございますが、我々が目

指しているものは、かつての高度経済成長とかあるいは人口が増えていく構造の中でのい

ろいろな成功した仕組み、それが必ずしも現在は本当に効率的な、うまく回転していく仕

組みでなくなっているものがたくさんあるのではないかというふうに思っております。し

たがって、それを、地方でできることは地方で、民間でできることは民間でという形で政

府の役割を見直しながら、人口が減少していく社会に耐えられるものにしていこうという

ことが一つの本質で、徹底的に与謝野大臣のおっしゃった夜警国家のようなものを目指す

んではないんだろうというふうに思っているわけでございます。 



 それからもう一つは、結局、私は財政を担当しているからでもございますが、今のじゃ

日本の政府の規模が物すごく小さいのかどうかというような議論がいろいろございますけ

れども、給付とかそういう面から見ますとそんなに、何というんでしょうか、ばかでかい

政府ではございませんけれども、割合スリムな中くらいの国なんではないかというふうに

思っております。 

 問題は、それに対する負担がアンバランスになっているところに一つの問題があるわけ

でございまして、やっぱりそれは直していかなきゃならぬというのがもう一つあるんだろ

うと思います。これは小さくとか簡素で効率的ということとは必ずしも同じではないと思

いますが、私はそういうふうに思っております。 

 その上で、やはり日本国民が何を求めているのかということもよく考えなきゃいけない

と思っておりますが、小さな政府とか簡素で効率的な政府と多くの方が求めているわけで

ございまして、私はそれはそうだと思いますが、じゃ医療なんかに関して、国民皆保険制

度というのはやめてもっとスリムにしようという方はいないんではないかと思います。私

は、そういう辺りで日本型のものを求めていく必要があるんではないかというふうに思っ

ているわけでございます。 

 

○峰崎直樹君 日本型とかいろいろ中身がよく分からないんで反論のしようがないんです

が、もう時間もあと三十分足らずになってしまいましたのでもう少し、今度は税の問題な

どに集約したいんですが、財政の問題で最後に二点ちょっとお聞きしたいんです。 

 一つは、財務大臣にお願いしてましたけれども、国と地方自治体の抱えている、国とい

うのは当然のことながら中央政府、社会保障基金制度もそうですけれども、そういう公的

な債務の総額というのは幾らになるんですかと、また債権と相殺した純債務の総額は幾ら

になるんですかと、この点をまず第一にお聞きしたいことです。 

 と同時に、まあ恐らく後で出てくると思うんですけれども、こういう公的な債務が、国

だけじゃなくて、財務省所管だけじゃなくて、地方政府もそうでしょうし、様々なところ

にあるとした場合に、こういう公的な債務を、私は、たしかイギリスとかフランスとかド

イツに債務管理庁というのがあったんですけれども、そういう債務管理庁というものを設

けて本格的にきちっとこの国債管理政策を進めていく、そういうことが非常に重要な課題

になるんじゃないかと思うんですが、その点どのように考えておられますか。 

 

○副大臣（赤羽一嘉君） まず、国と地方自治体の抱えている公的債務の種類及び総額は

幾らなのかということについてお答えさせていただきたいと思います。 

 この国全体の公的債務の総額、いろいろな整理の方法があるかと思いますが、まず財政

運営の観点から将来の負担とも言うべき長期の債務について、その利払い・償還財源が主

として税財源により賄われる債務を国、地方の双方について集計いたしまして、国及び地

方の長期債務残高として公表しております額が、平成十八年度末時点で七百七十五兆円と



見込んでおります。その内訳を申しますと、国の長期債務残高として六百五兆円を見込ん

でおりまして、そのまた内訳は、普通国債残高が五百四十二兆円、特別会計の借入金等が

六十三兆円でございます。それに加えまして、その他の債務であります財政融資資金特別

会計の国債として百四十一兆円、そして政府短期証券百四十二兆円を含めた総額を八百八

十八兆円と見込まれておりまして、この額は財政法二十八条による平成十八年度予算参考

書類において国債及び借入金の現在高としてお示しをさせていただいておるところでござ

います。 

 で、次に純債務ですね、この債務と相殺した純債務の総額について続けてお答えさせて

いただきたいと思いますが、企業会計の手法を用いて作成させていただいております国の

財務書類におきまして、国の資金調達に係る債務のほかに退職給付の引当金や公的年金に

係る債務等が計上されておりまして、これは一般会計及び特別会計を合わせた総額で、こ

れは平成十五年度末になりますが、九百四十一兆円となっております。併せて、国の負債

から貸付金、現金、預金、また固定資産等を合わせた国の資産を差し引いた資産負債差額

は、一般会計及び特別会計を合わせた総額で、同じように平成十五年度末におきましてマ

イナスの二百四十五兆円となっております。 

 以上でございます。 

 

○国務大臣（谷垣禎一君） 債務管理庁というお話がありまして、私も諸外国の制度をよ

く承知しているわけではありませんけれども、例えばドイツのようなところにおきまして

は、国債管理政策は、企画立案は財務省の内部部局であるけれども、実際の国債管理政策

の執行は財務省一〇〇％出資子会社がやっているとか、フランスでは、企画立案は財務省、

それから管理政策の執行は、何というんでしょうか、エージェンシー、財務省の内部部局

ではあるんですが、エージェンシーみたいなところでやらせていると。それから、イギリ

スは、財務省の一部局が国債管理政策を執行しているが、業務運営上一定の自主性を有す

るというようなことでございまして、いろんな形態があるんだろうと思います。 

 で、私どもの基本的な考え方は、これだけやはり公的債務というものをたくさん抱えて

おりますと、その国債管理政策をしっかりやるに当たっては財政との連携が基本的に大事

だと思います。財政はこっちの方向、右の方向を向いている、国債管理政策は左の方向を

向いているというんじゃマーケットもなかなか信用してくれないということではないかと

思っておりまして、私は同一のところできちっとやるのが一番いいんだというふうに考え

ているわけでございます。 

 で、今の委員のお話を伺っておりますと、国の公的債務だけじゃなく、地方の債務をど

うしていくかという問題も併せて御関心だと思いますが、これは公的債務管理政策に関す

る研究会というのをやっていただいておりまして、そこでいただいております報告では、

公的債務管理当局において管理すべき債務は国債等の中央政府のコントロール下にある債

務であって、地方債、年金等は国の財政資金の調達に伴うものではなく、またガバナンス



の枠組みも異なることから、統一的な政策立案を行うにはなじまないというような御指摘

をいただいているわけでございますが、いずれにせよ、私どもはこれだけ国債を抱えてい

るわけでございますから、国債管理政策というものはどういうものがあるべきかというの

はできるだけ視野を広くして勉強をしなけりゃいけないと思っております。 

 

○峰崎直樹君 財務省が内部でやれば、それは財政との一体と言っているのかもしれませ

んが、大臣、一千兆近くなっているでしょう、金利一％をうまく運用したと、そうすると

十兆円実は言ってみれば損得あるわけですよ。そうすると、ここら辺はやっぱりプロフェ

ッショナルの人たちをいかに活用するかとか、こういう時代に僕はなっているんじゃない

かという気するんですよ。 

 ですから、そういう点での私はやはり、今お話聞いているだけで、ああ、これは財務大

臣の下では駄目だなというふうにちょっとこう思った次第なんですけれども、やっぱりそ

こは本当に発想を変えてやらないと駄目だなと。我々も債務管理庁構想を少しまとめよう

かなと思っているんです、民主党としてもですね。是非、そういったことも考えていただ

きたいなというふうに思います。 

 それと同時に、今ちょっと、予算書に出ているのかもしれませんが、本当に分かりやす

く、例えば債務保証をしているのは一体どのぐらいあるのかとか、本当にきちっと分かり

やすくちょっと資料を作ってもらえないかなというふうに思いますので、要望しておきた

いと思います。 

 

○国務大臣（谷垣禎一君） その点では、先ほど申し上げた研究会でも、公的債務管理当

局はできるだけ分かりやすい形で情報を提供せよという御指摘を受けておりまして、それ

を受けて、国債だけではなく、地方債それから政府保証債、借入金等の状況を一覧性を持

った形で債務管理レポートという形で公表しておりますので、後でお届けをいたします。

（発言する者あり） 

 

○峰崎直樹君 今、筆頭理事もおっしゃっていますけれども、私もそう思います。是非、

我々国会議員でもちゃんと分かるようにしていただきたいと思います。 

 さて、税のところまでようやくたどり着いてきて、あともう二十分近くになってしまい

ましたけれども、いろいろ聞きたいことたくさんありました。 

 そこで、私は、大変ショッキングな事実というかデータ見て、こんな状態まで落ち込ん

だのかなと思うのは、実はジニ係数を調べて、所得再配分による所得格差是正効果、資料

六というところがございます。二〇〇二年のこれは厚生労働省の所得再分配調査というこ

とでございますので、率直に申し上げて、まあいろんな統計表の取り方によっていろんな

見方ができるので、これだけで見ていいかどうかというのは私も別問題だと思いますが、

当初所得のジニ係数は〇・四九八三と。再分配後でジニ係数Ｂ、これは〇・三八一二まで



下がって、改善度としては二三・五％ですと。これだけ再分配効果が出てきていますよと

いうことなんですが、その中で税による所得再分配効果は何と〇・八％、つまり〇・四九

八三に対して〇・四九四一と。もう改善度〇・八％というのはほとんど改善されていない

ということでしょう。社会保障による再分配所得については、ジニ係数〇・三九一七まで

下がっていますから、これは二一・四％とかなり改善されている。 

 よく、所得税には所得再配分効果がありますということで、いや、超過累進課税が入っ

ておりますからと、こうあるんですけれども、こんなに落ち込んできてしまっているとい

うことについて大変、私自身、所得税というのはそういう税なんだと思ってきたわけであ

りますが、ここまで落ち込んでいることに対して、財務大臣、どのようにお考えでしょう

か。 

 

○国務大臣（谷垣禎一君） 確かに、個人所得課税の所得再分配機能というのは近年低く

なってきていることは御指摘のとおりでございます。 

 これがこうなってまいりましたのは、昭和六十二年、六十三年のあの税制改革、それか

ら平成六年の税制改革等を通じまして国民の勤労意欲とかあるいは事業意欲、こういうも

のに対する配慮、それから諸外国でフラット化が進んでいるというような外国法制等々、

そういうことにかんがみまして個人所得課税の累進構造を緩和してきたということが背景

にあることは御承知のとおりでございます。 

 所得再分配機能を見ますのは、今も委員もおっしゃいましたように、所得税だけではな

くて、歳入面、社会保障等の歳出面も含めた全体の見方が必要であろうと思っております

し、その際に、やはり平等感あるいは勤労意欲ということと同時に、機会の平等とかある

いは結果の平等ということに対して国民意識がどうなっているかということもよく考えな

ければいけないことだろうと思っております。 

 ただ、所得課税について今後の検討課題ということの大きな論点は、こういう累進制と

いうほかの税にはない機能を持っているわけでございますので、そこをどういうふうに今

後発揮をさせていくのかという点はよく議論をしていかなければならない点だろうと思っ

ております。 

 

○峰崎直樹君 そういうことも含めて所得税の抜本的な改革をなすというのが定率減税廃

止のときの条件だったんじゃないですか。ようやく、私も賛成なんですが、いわゆる所得

税において今控除ですね、所得税における控除制度、これを税額控除に変えようという動

きがあります。私もそうだと思うんですよ。 

 要するに、所得控除で基礎控除だとか勤労者控除だとか様々な控除あるけれども、これ

は高額所得者で限界税率が高い人には非常に効いてくると、だから最低税率のところだけ

で税額控除でぼんと返しちゃえと。こうすれば、所得再配分機能というのは実に上がって

まいりますよ。もっと言えば、今度はそのマイナスの所得税といいますか、いわゆる非常



に所得の低い方々に対して所得を還付してくるというクレジットですね、そういう形で転

換をしていけば、いわゆる所得再配分機能というのは更に私、向上していくだろうと思う

んですよ。だから、私は、その所得税の抜本的改革がなされた段階で定率減税の廃止とい

うのは進めますよと書かれていたから、そういうことが当然なされるだろうと思ったんで

すよ。 

 かつて、所得税の問題に関して財務省は一番今まで強調していたのは何かというと、課

税最低限が高過ぎる高過ぎると。最近、ほとんど言わなくなったんですよ。なぜ言わなく

なったかというと、諸外国で全部税額控除に変わっていったんですよ。そうしたら、諸外

国で変わっていって、そういうふうに変わっているんだったら日本でじゃそれを検討して、

真っ先にこういう、ジニ係数で見ている限り再配分機能を失っているんであれば、より高

めるには税率を上げるだけでなくて、所得控除から税額控除へ切り替えるような、そうい

う努力というのはもっと私なされてしかるべきだと思うんですけれどもね。 

 ようやく、今与党税調でも何か議論されているという話を聞いたんですが、財務大臣、

それは、こういう所得税の抜本改革を約束した定率減税の廃止の前提条件として考えるべ

きじゃなかったんですか。見解を求めます。 

 

○国務大臣（谷垣禎一君） 二つ問題がございまして、一つは定率減税を廃止する前提は

何なのかという議論があろうかと思います。それからもう一つ、私ども先ほどから歳出歳

入一体改革ということを言っておりますが、その中心にやはり消費税があるだろうという

ことは、これは私そう思っているわけでございますし、かなり多くの方がそう思っていた

だいていると思います。そういう消費税等々を入れるときに、じゃほかの税制はどうある

べきかという問題がもう一つあろうかと思っております。 

 それで、定率減税に関して言えば、確かに税制の抜本改革までのつなぎというような位

置付けで入れられたことは御承知のとおりでありますけれども、これに関しましては今ま

で配偶者特別控除の上乗せ部分とかあるいは年金課税の見直し等ということをやってまい

りましたし、また今年は、るるは申しませんけれども、三位一体改革の中で地方住民税と

の形での税源移譲という形をいたしますので、その中で整理をしていかなければならない

という課題、これは非常に大きな課題でございまして、それと併せて今回の定率減税をや

らしていただいているということでございます。 

 

○峰崎直樹君 恐らくは、今お話聞いていて、税を取り巻く環境というのはすごく変化し

ていると思うんですよね。また同時に、その結果、所得環境、格差も拡大したりいろいろ

問題になっているわけですけれども。 

 さっきもおっしゃいましたのでちょっと気になったのは、それはもう消費税しかないよ

と、こうおっしゃっている。私はその前に、消費税今五％です。世界でも最も低い消費税

率だという、それは間違いないと思うんですけれども。しかし、この税を取り巻いている



状況を見て、所得税そのものの総合課税の考え方は下ろしてないんでしょう。なかなかこ

れ、これ徴税努力というか大変だと思うんですよね、所得をどう把握するかとか事業性所

得だとか。 

 そういう意味で、徴税環境、本当大変だと思うけれども、しかしいわゆるその所得税に

おいて改革をしなければいけない問題というのは、私はやっぱり一つは公正な、公平な条

件だと思っているんです。なぜかというと、この所得税の正確な把握というのは、ほかの

社会保障の給付と全部連動してくるんですよね。だから、所得の公正な把握というものが

必要だということを我々言い続けてきているわけです。 

 そのときに、金融所得と、特に配当利子課税、今、利子低いですけれども、配当利子課

税なんかは今一〇％下がっていますよ。ＩＰＯ、すなわち株式の公開でいえば五％ですよ

ね。そういうふうに優遇してきた、それは間違いない。今まで貯蓄から投資へということ

で優遇してきた、間違いないけれども、もう一度そういうところへ返ってみて、本来所得

税というものが持っているそういう、景気が上がればよく上がっていく、あるいは景気が

悪くなっても落ち込んでいく、そういうある意味では性格をやっぱり持っていると思うん

で、そういうところの改革というものを全体として見て、しかも資産課税というものが一

体どうなっているのか。諸外国には富裕税とか様々な税が入ってきていますよね。 

 そういう総合的な中で見て、さあ、いきなり消費税ですよと。なぜ消費税がまずいかな

と思うのは、とにかく課税最低限以下の方々、あるいはもうとにかく食うや食わずの方も、

もうとにかく買えば消費税払うわけですよ、税をね。だから、本当にそういう意味では、

もうあらゆる人から税を取り立ててしまうような仕組み持っているわけですから、ここに

実は手を付けるというのは、よほどやはり国民の皆さんが理解と納得を得ないと私はまず

いと思っているんですよね。 

 そういう意味で、今おっしゃられた点、どのように考えておられるか、大臣。 

 

○国務大臣（谷垣禎一君） 確かに個人所得課税は、峰崎委員がおっしゃいましたように、

垂直的公平の確保という点から見て、総合課税というものを基本とするというのを私ども

も思っているわけでございます。 

 だけど、御指摘になりました金融資産性所得に関しましては、まあいろんな点からその

特質にかんがみて分離課税をやるというようなことになっているのは御承知のとおりでご

ざいます。これは金融資産を活用しなければならないとか、あるいは株式の売買に伴って

損益を通算するようなこと、それから譲渡時期を自由に選択できるというようなことをど

う乗り越えていくかとかいろんな問題、技術的な問題点も合わせましてこういうような形

になっている。こういうところは今後ともよく検討していかなければならないところだろ

うと思います。 

 それから、資産性の課税につきましては、やっぱり経済のストック化というようなこと

にどう対応していくかというようなことも我々よく検討していかなければならない課題だ



ろうというふうに思っているわけでございます。 

 

○峰崎直樹君 そこで、両大臣にお聞きするんですけれども、相続税という税金があるん

ですけれども、課税される方々は本当に五％以下だというふうに、相続受けるとき。しか

も、九十歳以降で亡くなられて、相続する人が七十代とか、本当に老老で受け継いでしま

うような、それを是正されることなんですが、よく機会の平等とおっしゃるんですよね、

結果の平等じゃなくて。じゃ、その機会の平等をパーフェクトにやろうとしたら、これ相

続税一〇〇％ですよ。そういう意味で、高額所得者の方々が一番相続税を逃れる方法とい

うのは教育投資なんです。 

 そういう意味で、本当に、何というんでしょうかね、この相続税について、政治的には

なかなかその相続税を強化するというのは難しいと思うんですが、本当に機会の平等を考

えられるのであれば、もう少しこの機会の平等を達成するために相続税というのを私はき

ちんと強化をしていくべき税目ではないかと思っているんですが、その点、両大臣、どう

考えておられるか、お聞きしたいと思います。 

 

○副大臣（赤羽一嘉君） 相続税につきまして、今、峰崎先生の御発言にあったように、

相続を契機として世代間の財産移転に着目して資産の再分配を図ると。こういった意味で

は、他の税目ではなかなか代替できない固有の機能を有しているものというふうに考えて

おります。 

 この相続税の負担、これまでは累次の減税や各種特例の拡充により大幅に緩和されてき

たというのは事実だというふうに思っております。しかし、今御指摘にもありましたよう

に、経済のストック化の進展や、あとは所得税、消費税などの他の税目による負担とのバ

ランス等を考慮しますと、今後は資産の再分配機能を有する相続税の役割は一層重要なも

のと考えておりますので、今後の税制の抜本的な改革の議論の中でこれもしっかりと議論

を進めていく必要があるというふうに考えております。 

 

○峰崎直樹君 何か余り期待した答弁ではなかったんですけど、要するに、機会の平等を

これから保障していくというときに、だんだんと長男長女社会みたいな形になっています

から、多分相続を受ける方々というのは相当のこれから金額を増えていくんじゃないかな

というふうに見ていますので、そういう意味で、だから取ればいいということを言ってい

るんじゃなくて、やはりそういう資産の偏重といいますか、そういったことに対する対応

を私は怠りなく進める必要があるんじゃないのだろうかというふうに思っているわけであ

ります。 

 もう時間が大体私の予定に参りましたので最後になりますが、私もこれを聞いてびっく

りしたんですけれども、明治時代の後半ですか、約百年以上前になりますけど、その当時、

一番大きな重要な税金、税目というのは大体地租とか、それからたばこ税とか酒税とかと、



こういうものが非常に重要な税だったというんですけれども、これから五十年ぐらい先で

も構わないんですけれども、基幹税というのは一体どういう税目になっているんだろうか

ねということを何か想像されたことはありますでしょうか。ちょっと財務大臣に。 

 

○国務大臣（谷垣禎一君） いや、そういう御質問があると伺いまして、若干ブレーンス

トーミングもしましたんですが、なかなかぱっとした答えが思い浮かべませんで、まあ五

十年前がどうだったかなと考えてみますと、昭和三十六年で、峰崎委員も私も多分高校一

年生だったんだろうと思いますが、あの当時のことを思い出し、それからじゃ五十年後を

当てはめてみても余りいいアイデアが浮かびませんでした。 

 ただ、いずれにせよ、恐らく所得税というものは所得という一番分かりやすいものに着

目する税でございますから、今後これが基幹税的な役割を、恐らく五十年後も所得税とい

うのは基幹的な役割を果たすだろうと思いますし、累進税というような性格も持っている

わけでございますね。 

 それから、やはり消費税についても多分基幹的な役割を果たすと思いますが、一番分か

らないのは実は法人税でございます。やはり国際的な経済関係がどうなっていくか、その

中で競争条件を維持していくというようなことを考えるとどういうものになっていくのか、

ここらはなかなかちょっと御質問通告受けてからのあらあらの考えで、なかなか考えがま

とまらないというのが正直なところでございます。 

 

○峰崎直樹君 与謝野大臣はどんなふうに考えていますか。 

 

○国務大臣（与謝野馨君） 恐らく私は、谷垣さんと唯一違うところはやはり法人税、法

人の所得も重要な税源として残っているだろうと思っております。 

 付加価値に着目した消費税というのは恐らく五十年後も重要な役割を果たしていると思

っております。 

 

○峰崎直樹君 ちょっとくだらないやや質問だったんですけれども、恐らく歴史が後で振

り返って、あの当時はこういうことを考えていたんだなというふうになるのかもしれませ

ん。 

 実は、もうあと二分で私の時間が来ますんですが、本来、後の税法のところで議論すれ

ばいいんですけれども、今年から実は公示制度、要するに高額所得者の番付表が出なくな

ると。この間、お金持ちの研究という、橘木さんと一緒にやられた森さんという方にちょ

っと来ていただいて勉強会をやったんですけれどもね、これがなくなると引き続き調査を

するのに実に困るねという話なんですよね。 

 要するに、格差社会だとか何とかと言われているときに、確かに弊害として、個人情報

保護法だとかあるいは高額所得者だからということで、そういうことが分からないわけじ



ゃないんですけれども、何となく、いや、ますます高額所得者の実態を分からなくさして

しまうんじゃないかと。そういう意味で、ただ何といいましょうか、元へ戻せというふう

に私は言わない、言うつもりはないんですが、少なくとも職種別にとか、あるいは、いず

れにせよ、その高額所得者の情報は少なくともきちんと開示してもらいたいなと。そして、

いわゆる日本におけるリッチ、スーパーリッチの研究というか、そういうものにそごがな

いように是非お願いをしたいなというふうに思っております。 

 この点、財務大臣、いかがでございましょうか。 

 

○国務大臣（谷垣禎一君） 今の点は、従来、番付を発表したときにいろいろ嫌がらせを

受けたとか、そういう苦情がたくさんあったのは事実でございまして、今回こういうよう

なことをさせていただきました。今後、今おっしゃったような点を、統計とかですね、そ

ういうものでどうできるのか、私どもも少し研究してみたいと思っております。 

 

○峰崎直樹君 今、定足数達していますか。切ってる。 

 

○委員長（池口修次君） 行っていますから。 

 

○峰崎直樹君 大丈夫。ちょっと、定足数が足りないとなかなか、本来、質問に立てない

とかということもあるので…… 

 

○委員長（池口修次君） 呼んでもらっていますから。 

 

○峰崎直樹君 呼んでもらっている。どうしましょうか。いいですか、続けさせていただ

いていいですか。いや、本来は続けられないんですけど、もうあと私の時間ないんで。 

 最後に、これ、先ほどのその日興コーディアルのベル 24 の件なんですが、先ほどおっし

ゃられた、私がこう発言したことがそれぞれの部署できちっと見てると、こういうお話が

あったんですが、私、前回、二月三日のときに参考人の招致をお願いしたんです。で、い

つも逮捕された後、事件が終わって逮捕された後になると、いや、司直の手に掛かってい

るからもう駄目だということなんで、できれば私は、先ほどちょっともう中途半端に終わ

りましたけれども、会計基準の解釈の仕方とか、そういうところを是非議論してみたい。

そういう意味で、奥山理事長ですか、公認会計士協会じゃないです、もう既に。中央青山

の理事長さん、それからもう一人は有村社長さんですか、改めて参考人として是非招致し

たいなと。取り計らいをお願いします。 

 

○委員長（池口修次君） この件については、後ほど理事会で協議をさせていただきたい

と思います。 



 

○峰崎直樹君 終わります。 


